
 

個人情報取扱事務の諮問事案書（重要事項の諮問） 

※オンライン結合関係図その他必要な資料を添付すること。 

オンライン結合を行う

事 務 の 名 称 
生活保護レセプトクラウドサービス導入事務 

事 務 の 

所 管 課 等 
生活支援課 

オンライ

ン結合に

よる取扱 

個人情報 

類 型 生活保護被保護者情報 

項 目 名 
氏名、性別、住所、生年月日、生活保護利用期間、受給者番

号、診療（調剤）情報（レセプト） 

オンライ

ン結合の

概 要 

結 合 の 

当 事 者 名 

生活支援課、生活保護等レセプト管理システムクラウドサービ

スデータセンター 

使用回線の

形 態 

■ 専用回線(LGWAN回線) 

□ 共用回線(      ) 

個 人 情 報 

取扱の流れ 

① 生活保護法における医療扶助利用者の情報が、医療機関か

ら社会保険診療報酬支払基金に提供される。 

② 生活保護等レセプト管理システムクラウドサービスデータ

センターは、社会保険診療報酬支払基金から生活保護法に

おける医療扶助利用者情報を取得する。 

③ 生活支援課は生活保護等レセプト管理システムクラウドサ

ービスデータセンターに生活保護利用者の医療扶助適用状

況データを提供する。 

④ 生活保護等レセプト管理システムクラウドサービスデータ

センターは取得及び提供された②、③のデータの突合を行

う。 

⑤ 生活支援課は、オンライン結合により生活保護等レセプト

管理システムクラウドサービスデータセンターのサーバに

アクセスし、④で突合されたデータを閲覧、入手する。入

手した情報を医療扶助の適正実施等に利用する。 

オンライン結合を行う

理 由 

( 公 益 上 の 必 要 性 ) 

・取扱個人情報は、生活保護法における医療扶助の適用及び医

療費の費用支払に不可欠である。 

・従前の紙媒体等による情報提供に比べLGWAN回線を利用す

ることにより、セキュリティ性の向上が図られるとともに、事

務の迅速、効率化の効果が期待される。 

安 全 確 保 措 置        

(個人の権利利益を侵

害するおそれがないよ

うにすること) 

・専用回線(LGWAN回線)の使用により、高度なセキュリティを確保

し、不正アクセス等に対する防衛措置を行う。 

・生活保護等レセプト管理システムクラウドサービスデータセンター

は、情報セキュリティ格付けで最高ランクの「ＡＡＡｉｓ」で情報の管理

体制を高水準で維持している。 

開 始 時 期 平成３０年７月から 



 

 

  オンライン結合関係図 

※この関係図に代わる既存の資料の添付があれば、作成不要とする。  

オンライン結合を要す

る 事 務 の 名 称 
生活保護レセプトクラウドサービス導入事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (注意) 

     は、結合する電子計算機とする。なお、当事者名、電子計算機名称等の参考

情報を付記すること。 

      は、結合による個人情報の流れとする。なお、回線の形態等の参考情報を付記

すること。 

別 紙 

生活支援課 

端末 

 

⑤ 

生活保護等レセプト管理システムクラウドサービスデータセンター  

クラウドサーバ 

※④（②・③）のデータ突合をデータセンター内で実施 

社会保険診療報酬支払基金 

診療報酬明細書 

（レセプト） 

 

医療機関  

診療報酬明細書 

（レセプト） 

被保護者及び医

療券・調剤券デ

ータの提供（月

次、ＵＳＢメモ

リ使用） 

 

 

専用回線(ＬＧＷＡＮ

回線)により、必要な

個人情報を常時提供 

 

①  

②  

③ 



 

 

個人情報取扱事務の諮問事案書（重要事項の諮問） 

※オンライン結合関係図その他必要な資料を添付すること。 

オンライン結合を行う

事 務 の 名 称 
中国残留邦人等支援レセプトクラウドサービス導入事務 

事 務 の 

所 管 課 等 
生活支援課 

オンライ

ン結合に

よる取扱 

個人情報 

類 型 中国残留邦人等支援給付受給者情報 

項 目 名 
氏名、性別、住所、生年月日、受給期間、受給者番号、診療

（調剤）情報（レセプト） 

オンライ

ン結合の

概 要 

結 合 の 

当 事 者 名 

生活支援課、生活保護等レセプト管理システムクラウドサービ

スデータセンター 

使用回線の

形 態 

■ 専用回線(LGWAN回線) 

□ 共用回線(      ) 

個 人 情 報 

取扱の流れ 

① 中国残留邦人等支援給付受給者の医療機関利用の診療情報

が、医療機関から社会保険診療報酬支払基金に提供され

る。 

② 生活保護等レセプト管理システムクラウドサービスデータ

センターは、社会保険診療報酬支払基金から中国残留邦人

等支援給付受給者における診療情報を取得する。 

③ 生活支援課は、オンライン結合により生活保護等レセプト

管理システムクラウドサービスデータセンターのサーバに

アクセスし、サーバ内の受給者データを閲覧、入手する。

入手した情報を医療給付の適正実施等に利用する。 

オンライン結合を行う

理 由 

( 公 益 上 の 必 要 性 ) 

・取扱個人情報は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律」における医療給付の適用及び医療費の費用支払に

不可欠である。 

・従前の紙媒体等による情報提供に比べLGWAN回線を利用す

ることにより、セキュリティ性の向上が図られるとともに、事

務の迅速、効率化の効果が期待される。 

安 全 確 保 措 置        

(個人の権利利益を侵

害するおそれがないよ

うにすること) 

・専用回線(LGWAN回線)の使用により、高度なセキュリティを確保

し、不正アクセス等に対する防衛措置を行う。 

・生活保護等レセプト管理システムクラウドサービスデータセンター

は、情報セキュリティ格付けで最高ランクの「ＡＡＡｉｓ」で情報の管理

体制を高水準で維持している。 

開 始 時 期 平成３０年７月から 



 

 

  オンライン結合関係図 

※この関係図に代わる既存の資料の添付があれば、作成不要とする。  

オンライン結合を要す

る 事 務 の 名 称 
中国残留邦人等支援レセプトクラウドサービス導入事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(注意) 

     は、結合する電子計算機とする。なお、当事者名、電子計算機名称等の参考

情報を付記すること。 

      は、結合による個人情報の流れとする。なお、回線の形態等の参考情報を付記

すること。 

別 紙 

生活支援課 

端末 

 

③ 

生活保護等レセプト管理システムクラウドサービスデータセンター  

クラウドサーバ 

社会保険診療報酬支払基金 

診療報酬明細書 

（レセプト） 

 

医療機関  

診療報酬明細書 

（レセプト） 

専用回線(ＬＧＷＡＮ

回線)により、必要な

個人情報を常時提供 

 

①  

②  

 



 


